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 ⑯

　
二
月
の
税
務
講
座
⑭
（
「
売
上
原
価
の
表
示
」
）

で
「
価
格
補
填
金
収
入
は
売
上
高
の
内
訳
科
目
と
し

て
表
示
す
る
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
あ
る
肉
用
牛
肥

育
経
営
法
人
か
ら
「
マ
ル
緊
の
補
填
金
を
売
上
高
の

内
訳
に
す
る
と
消
費
税
の
納
税
額
が
増
え
る
と
顧
問

税
理
士
に
言
わ
れ
た
の
で
す
が
・
・
」
と
お
問
い
合

わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。

●
「
マ
ル
緊
」
補
填
金
は

　
消
費
税
課
税
対
象
外

　
結
論
か
ら
言
う
と
、
価
格
補
填
金
収
入
の
会
計
方

針
の
変
更
に
よ
っ
て
消
費
税
額
が
変
わ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
価
格
補
填
金
収
入
は
国
の
制
度
に
基
づ

く
助
成
金
の
一
種
で
す
か
ら
、
消
費
税
の
課
税
対
象

で
あ
る
「
事
業
と
し
て
対
価
を
得
て
行
わ
れ
る
資
産

の
譲
渡
及
び
貸
付
け
並
び
に
役
務
の
提
供
（
資
産
の

譲
渡
等
）
」
に
該
当
せ
ず
、
消
費
税
の
不
課
税
取
引

す
な
わ
ち
課
税
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
消
費
税
法
基

本
通
達
五-

二-

一
五
（
補
助
金
、
奨
励
金
、
助
成
金

等
）
に
お
い
て
も
「
事
業
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団

体
等
か
ら
受
け
る
奨
励
金
若
し
く
は
助
成
金
等
又
は

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
一
項
《
定
義
》
に
掲
げ
る
補
助
金
等

の
よ
う
に
、
特
定
の
政
策
目
的
の
実
現
を
図
る
た
め

の
給
付
金
は
、
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
に
該
当
し
な

い
こ
と
に
留
意
す
る
。
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
受
取
利
息
な
ど
利
子
を
対
価
と
す
る
資
産

の
貸
付
け
な
ど
は
、
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
し
、
本

来
は
課
税
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
消
費
税
の

性
格
及
び
社
会
政
策
的
見
地
か
ら
消
費
税
を
課
さ
な

い
「
非
課
税
取
引
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
消
費
税
は
、

課
税
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
か
ら
課
税
仕
入
れ
に
係

る
消
費
税
を
控
除
し
て
納
税
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
非
課
税
売
上
げ
に
は
消
費
税
が
か
か
ら

な
い
代
わ
り
に
、
非
課
税
売
上
げ
に
対
応
す
る
課
税

仕
入
れ
の
税
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
課
税
売
上
げ
や
課
税
仕
入
れ
の
額
が
変

わ
ら
な
く
て
も
、
非
課
税
売
上
げ
が
増
え
る
と
。
課

税
売
上
割
合
が
小
さ
く
な
っ
て
仕
入
控
除
税
額
が
減

る
の
で
納
税
額
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
不
課
税
取
引
に
よ
る
収
入
が
増

え
て
も
課
税
売
上
割
合
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な

く
、
消
費
税
の
納
税
額
も
変
化
し
ま
せ
ん
。

●
大
豆
交
付
金
の
取
り
扱
い

　
畜
産
だ
け
で
な
く
、
耕
種
農
業
に
も
価
格
補
填
金

収
入
は
あ
り
ま
す
（
表
参
照
）
。
代
表
的
な
例
が
、

大
豆
交
付
金
で
す
。
大
豆
交
付
金
は
、
交
付
金
単
価

（
全
銘
柄
共
通
）
に
生
産
者
か
ら
売
渡
委
託
を
受
け

て
生
産
者
団
体
等
（
Ｊ
Ａ
全
農
や
全
集
連
）
が
販
売

し
た
数
量
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
、
生
産
者
団
体
等
を

通
じ
て
生
産
者
に
交
付
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
数

量
は
大
豆
作
経
営
安
定
対
策
に
加
入
し
て
い
る
数
量

の
範
囲
内
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
交
付
金
対
象
の
大
豆
は
、
生
産
者
団
体
等
に
よ
っ

て
販
売
さ
れ
、
当
年
十
一
月
か
ら
翌
年
十
月
の
一
年

間
を
一
期
と
し
て
都
道
府
県
の
区
域
（
原
則
）
ご
と

に
共
同
計
算
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ
の
間
に
決

算
が
来
て
も
販
売
金
額
が
確
定
し
ま
せ
ん
。
し
た
が

っ
て
、
委
託
販
売
に
よ
る
大
豆
の
売
上
高
が
最
終
的

に
計
上
さ
れ
る
の
は
、
常
に
一
年
遅
れ
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
棚
卸
資
産
の
委
託
販
売
に
よ
る
収
益
の
額
は
、

そ
の
委
託
品
に
つ
い
て
受
託
者
が
販
売
を
し
た
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
益
金
の
額
に
算
入
す
る
の
が
原

則
で
す
が
、
継
続
適
用
を
要
件
に
そ
の
収
益
を
当
該

売
上
計
算
書
の
到
達
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の

益
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
法
基
通
二- 

一-

三
）
。
た
だ
し
、
販
売
を
委
託
し

た
大
豆
の
う
ち
未
だ
販
売
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、

生
産
者
の
手
元
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
製
品
の
棚
卸

と
し
て
計
上
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
大
豆
交
付
金
は
、
委
託
数
量
を
基

準
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
生
産
年
の
前
年
に
定
め
ら
れ

た
単
価
に
よ
り
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
通
常
は
販
売

代
金
の
精
算
に
先
立
っ
て
交
付
さ
れ
ま
す
。
当
年
産

分
が
翌
年
の
春
先
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
が
、
販
売
を
委
託
し
た
時
点
で
交
付
金
額
が
事

実
上
確
定
す
る
た
め
、
十
二
月
決
算
法
人
な
ど
の
場

合
に
は
未
収
計
上
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
な
お
、
Ｊ
Ａ

等
に
よ
っ
て
は
、
大
豆
の
販
売
代
金
と
大
豆
交
付
金

の
精
算
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

大
豆
交
付
金
は
生
産
者
に
交
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
消
費
税
の
課
税
売
上
げ
に
は
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
製
品
（
大
豆
）
売
上
高
か
ら
区
分
し
て
「
価
格

補
填
金
収
入
」
勘
定
に
よ
り
経
理
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
大
豆
作
経
営
安
定
対
策
の
補
填
金
に
つ
い

て
は
、
当
該
年
産
価
格
が
補
填
基
準
価
格
を
下
回
っ

た
場
合
に
、
差
額
の
八
〇
％
相
当
額
を
交
付
す
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
当
該
年
産
価
格
は
事
後
的

に
算
出
さ
れ
る
た
め
、
補
填
金
が
確
定
す
る
の
は
翌

年
末
以
降
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
大
豆
経
営

安
定
対
策
の
補
填
金
は
、
会
計
的
に
は
期
間
外
損
益

（
前
期
損
益
修
正
益
）
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る

た
め
、
売
上
高
で
は
な
く
特
別
利
益
の
区
分
に
生
産

者
拠
出
分
を
差
し
引
い
た
残
額
を
受
取
共
済
金
又
は

「
経
営
安
定
補
填
金
収
入
」
と
し
て
計
上
し
ま
す
。

■６／１３（木）第７回総会開催

　先週の６／１３（木）東京：ダイヤモ

ンドホテルにて第７回総会を農林水産省

経営局川村局長をはじめ、総数２６０名

強の参加を得て、とどこおりなく開催す

ることができました。

　会員の皆さまには、FAXによる総会出
席の可否のお願いを何度もお願いしまし

た。ご協力ありがとうございます。

　なお、今総会の関係資料は後日全会員

さん宛にご送付しますので、お目通しの

ほどよろしくお願いします。
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価格補填制度

大豆交付金

麦作経営安定資金助成金

指定野菜価格安定対策補給金

特定野菜等供給産地育成価格差補給金

肉用子牛生産者補給金

子牛生産拡大奨励金

肉用牛肥育経営安定対策補てん金（マル緊）

BSE対応肉用牛経営特別対策補てん金（BSEマル緊）
地域肉豚生産安定対策

鶏卵価格差補てん金

加工原料乳生産者補給金

　

　

　

　

○

　

○

　

○

○

　

大豆作経営安定対策への加入

（登録出荷団体が負担金支出）

（同上）

肉用子牛生産者補給金制度への加入

肉用牛肥育経営安定対策制度への加入

加工原料乳生産者経営安定対策への加入

生産者負担 交付要件

売上高の内訳科目「価格補填金収入」として計上する収入

◇６月２４日～２５日

　 東北・北海道B研修会
　（宮城県松島）

◇６月２６日　 
　第７回日本食料農商交流会議

　（商業界会館）

◇６月２９日

　農業法人合同会社説明会

　（名古屋・愛知県中小企業センター）

今後のスケジュール


